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定年後５年を超えて継続雇用を行う事業主のみなさま・有期雇用で働くみなさまへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに… 

 労働契約法の改正により、平成 25 年 4 月から「無期転換ルール」が導入されています。このル

ールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使

用者との有期労働契約が「５年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込により、無期

労働契約に転換するというものです。 

 今般、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を通じ、その能力の有

効な発揮と、活力ある社会の実現を目指す観点から、「専門的知識を有する有期雇用労働者等に関

する特別措置法」（平成 26 年法律第 137 号。以下「有期雇用特別措置法」といいます。）が平成 26

年 11月 28日に公布され、平成 27年 4月 1日に施行されました。 

 この有期雇用特別措置法により、 

① 専門的知識等を有する有期雇用労働者（以下「高度専門職」）と、 

② 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者（以下「継続雇用の高齢者」といいま

す。） 

について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発

生までの期間に関する特例が適用されることとなりました。 

 本パンフレットでは、有期雇用特別措置法の制度のうち、「継続雇用の高齢者」に関する制度の

概要や、特例の適用に必要な認定申請に関する手続、特例の適用を受けるに当たっての留意事項等

について、解説をします。 

（「高度専門職」に関する制度説明につきましては、厚生労働省ＨＰ等を御参考ください。） 

 

Ⅰ 無期転換ルールの仕組み（労働契約法第 18 条） 

 有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成 24 年 8 月の労働

契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。 

 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者

の申込みにより、無期労働契約に転換します（労働契約法第 18条）。 

(注)通算労働契約のカウントは、平成 25 年 4 月 1 日以後に開始する（更新を含む）有期労働契約

が対象ですので、平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含みません。 
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Ⅱ 有期雇用特別措置法の基本的な仕組み 

① 無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に

発揮できるような雇用管理に関する措置についての計画を作成します。 

② 事業主は作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。 

 (注)本社・本店を管轄する労働基準監督署経由で提出することもできます。 

③ 都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば認定を行います。 

④ 認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者（継続雇用の高齢者）について、無期転換

ルールに関する特例が適用されます。 

(注) 有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを

対象労働者に明示する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 継続雇用の高齢者の特例 

 通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算５年を超えて反復更新された場合に無期転換申込

権が発生しますが、 

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(※)の下で、 

・定年に達した後、引き続いて雇用される 

有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間

は、無期転換申込権が発生しません。 

(※) 高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主に定年後に引き続いて雇用される場合は、そ

の特殊関係事業主です。 

<補足> 特殊関係事業主について 

特殊関係事業主とされるのは、いわゆるグループ会社です。具体的には、 

[1]元の事業主の子法人等、[2]元の事業主の親法人等、[3]元の事業主の親法人等の子法人等、

[4]元の事業主の関連法人等、[5]元の事業主の親法人等の関連法人等 です。 

(注 1) 定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象

となります。ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。 

(注 2) 定年後に同一の事業主に継続雇用され、その後引き続いて特殊関係事業主に雇用される場

合は、特例の対象となります。（通算契約期間のカウントについては、同一の使用者ごとにな

されるため、その特殊関係事業主に雇用された時点から新たに行われます。） 

 

Ⅳ 特例に関するその他の基本的ルール 

・ 認定が取り消された場合の取扱い 

 特例は、認定された計画に関係する事業主及び労働者について適用されますので、認定が取り

消されれば、特例は適用されなくなります。この場合、通常の無期転換ルールが適用され、当初

の労働契約からの通算契約期間が５年を超えていれば、それまで特例の対象となっていた労働者

①計画の作成 

④有期労働契約の締結 

→特例適用 + 労働条件明示 
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であっても原則どおり、無期転換申込権が発生することになります。 

・ 施行前に無期転換申込権が発生していた方に関する経過措置 

 有期雇用特別措置法の施行日（平成 27 年 4 月 1 日）前に通算契約期間が５年を超えることと

なった方については、引き続き無期転換申込権を有し、特例は適用されません。 

Ⅴ 事業主の皆さまへ 

● 特例の適用を受けるためには、雇用管理措置に関する計画の認定申請が必要です。 

 有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管

理措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。 

 なお、継続雇用の高齢者については、一事業主につき複数の申請をする必要はありません。 

● 申請書の作成に当たっては、関係する労働者の理解と協力を得るよう努めてください。 

 こうした雇用管理に関する措置を行うに当たっては、関係する労働者の理解と協力が重要です。 

 雇用管理の内容について関係する労働者に対し、意見聴取や周知を行うなど、関係労働者の理

解と協力を得るよう努めることが求められます。 

 なお、実施する雇用管理措置の内容に関して就業規則の変更を行う場合は、 

・ 就業規則の作成及び届出に関する事項を規定する労働基準法第 89条 

・ 就業規則の作成の手続に関する事項を規定する労働基準法第 90条 

・ 就業規則による労働契約の内容の変更に関する事項を規定する労働契約法第 9条・第 10条 

の規定を遵守してください。 

● 申請は、本社・本店管轄の都道府県労働局まで。 

 雇用管理措置の計画の申請は、本社・本店を管轄する都道府県労働局（雇用環境・均等部（室））

に提出してください（事業場ごとに作成する必要はなく、本社・本店で一括して作成してくださ

い）。 

 提出は、ご来庁のほか、郵送や電子申請によることも可能です。 

 また、本店・本社を管轄する労働基準監督署を経由して提出することもできます。 

 なお、法人の場合、代表者と担当者が異なるときは、担当者の氏名・連絡先等を別途お願いし

ます。 

(注 1) 「本社・本店」の所在地は必ずしも商業登記簿上の住所等をいうものではなく、実質的に

本社・本店の機能を有する事業所の所在地のことをいいます。 

(注 2) 電子申請の詳細は e-Govホームページ（http://www.e-gov.go.jp/shinsei/）をご参照くだ

さい。 

● 申請に当たっては、原本と写しの合計２部を提出してください。 

 作成した雇用管理措置の計画の申請書と添付書類については、それぞれ原本と写しの合計２部

を提出していただくよう、御願い致します（写しは認定通知書等の交付時にお返しします）。 

 

 

【留意事項】 

事業主が継続雇用制度を導入し、定年後に有期労働契約によって引き続き雇用する際は、原

則 65 歳までは契約更新がされるものであるとの高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえ、適切な

措置を行うことが望ましいことにご留意ください。 
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Ⅵ 継続雇用の高齢者に関する申請書（第二種計画認定・変更申請書）の作成 

・ 継続雇用の高齢者について、有期雇用特別措置法による特例の適用を希望する事業主は、「第

二種計画認定・変更申請書」を作成の上、都道府県労働局に提出し、計画が適当である旨の認定

を受けてください。 
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Ⅶ 特例の対象者に行うべき適切な雇用管理上の措置 

 高齢者雇用安定法に規定する高年齢者雇用確保措置のいずれかを講じるとともに、以下のいずれ

かの措置を実施することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※)高年齢者雇用推進者について 

 高年齢者雇用安定法第 11 条及び高年齢者雇用安定法施行規則第 5 条の定めにより、事業主

は、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るため

の業務を担当する者として、知識及び経験を有している者の中から「高年齢者雇用推進者」を

選任するように努めなければならないとされています。 

  

● 高年齢者雇用安定法第 11条の規定による高年齢者雇用推進者(※)の選任 

● 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 

 高年齢者の有する知識、経験等を活用できるようにするための効果的な職業訓練として、 

・ 教育訓練の実施 

・ または教育訓練の受講機会の確保 

● 作業施設・方法の改善 

 身体的機能や体力等が低下した高年齢者の職業能力の発揮を可能とするための 

・ 作業補助具の導入を含めた機械設備の改善 

・ 作業の平易化等作業方法の改善 

・ 照明その他の作業環境の改善 

・ 福利厚生施設の導入・改善 

● 健康管理、安全衛生の配慮 

 身体的機能や体力等の低下を踏まえた 

・ 職場の安全性の確保 

・ 事故防止への配慮 

・ 健康状態を踏まえた適正な配置 

● 職域の拡大 

 身体的機能の低下等の影響が少なく、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる職

域を拡大するための企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再設計などの実

施 

● 知識、経験等を活用できる処置、処遇の推進 

・ 高年齢者の知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進のための職業能力を評価する仕組み 

・ 資格制度、専門職制度 

などの整備 

● 賃金体系の見直し 

 高年齢者の鐘楼の機会を確保するための能力、職務等の要素を重視する賃金制度の整備 

● 勤務時間制度の弾力化 

 高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するための勤務時間制度の弾力化 

 (例)短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制、ワークシェアリングの活用 
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Ⅷ 申請後の留意事項 

● 申請後は、都道府県労働局において審査のうえ、認定を行います。 

 都道府県労働局における審査ののち、認定通知書または不認定通知書を交付します。 

 なお、申請書の記載内容に疑義がある場合や、添付書類に不備がある場合には、都道府県労働

局から問い合わせることがあります（法人の場合、代表者と担当者が異なるときには、担当者に

問い合わせます）。 

● 審査が終了した後、認定通知書を交付します。 

 認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局で行います（労働基準監督署経由

で申請した場合は、労働基準監督署で行います）。 

 なお、事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も行います（希望する場合には、

申請時にお申し出ください）。 

 受領の際は、認印を持参してください。 

 

【交付までの流れ】 

① 都道府県労働局から処分結果を連絡し、交付日を調整します。 

 （労働基準監督署で受領する場合には、監督署から交付日の調整について連絡します。） 

② 日程調整した交付日にご来庁ください。 

③ 認定通知書、申請書の写し、添付書類の写しを交付します。 

④ 留意事項を説明します。 

⑤ 認定通知書、申請書の写し、添付書類の写しは、大切に保管してください。 

 (注) 不認定となった場合には、不認定通知書を交付します。 

● 認定された計画に変更が生じた場合には、計画の変更申請を行ってください。 

・ 次の場合のように、認定された計画に変更が生じた場合には、計画の変更申請を行ってくだ

さい。 

(例) ◇ 申請書で☑を付した雇用管理に関する措置を行わなくなった場合 

   ◇ 申請書において高年齢者雇用確保措置の☑の箇所を変更すべき場合 

・ 変更申請に際しては、以下の書類を提出してください。 

   ◇ 変更申請書及び添付書類（原本と写しの合計２部） 

   ◇ 既に認定された計画書及び認定通知書（写しを各２部） 

● 報告の徴収や助言・指導、認定の取り消しを行うことがあります。 

 都道府県労働局長は、特例に関する認定を受けた事業主に対し、認定に当たって提出した計画

に記載された事項の実施状況について報告を求めることができるとされています（有期雇用特別

措置法第 11条及び第 13条等）。そのため、特例の対象労働者から求めがあった場合等において、

都道府県労働局は、計画の実施状況について確認を行うことがあります。 

 また、都道府県労働局長は、認定を受けた事業主に対し、認定された計画に記載された措置の

的確な実施に必要な指導と助言を行うことができるとされています（有期雇用特別措置法第 10

条及び第 13条等）。 

 さらに、認定された計画が不適当なものとなった場合に、都道府県労働局長はその認定を取り

消すことができるとされています（有期雇用特別措置法第 5 条第 2 項、第 7 条第 2 項及び第 13

条等）。 

 このため、措置の適切な実施のための指導と助言に従わない場合、認定を取り消すことがあり

ます(※)。 

(※)認定が取り消された場合には、通常の無期転換ルールが適用されます。 
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Ⅸ 特例に関する労働条件の明示 

 有期雇用特別措置法による特例の適用に当たっては、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約

の締結・更新時に、特例の対象となる継続雇用の高齢者に対して、定年後引き続いて雇用されてい

る期間が、無期転換申込権が発生しない期間であることを書面で明示することが必要です（労働基

準法第 15条及び特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第 5条の特例を定める省令）。 

 なお、契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点からその旨を明示す

ることが望まれます。 

（参考様式）モデル労働条件通知書（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

 このモデル様式は、一般労働者用です、短時間労働者・派遣労働者・建設労働者・林業労働者につい

ては、別のモデル様式を厚生労働省ホームページに公表していますので、あわせてご活用ください。 

(注)有期雇用特別措置法に関係する部分は、黄色マーカーで表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅹ 働くみなさまへ 

● 労働条件通知書を確認し、大切に保管しましょう。 

 有期雇用特別措置法による特例の認定を受けた事業主には、労働契約の締結・更新時に、特例

の対象となる方に、無期転換申込権が発生しない期間について書面で明示することが義務付けら

れています。 

 紛争を未然に防ぐためにも、有期雇用特別措置法による特例の対象となっているか等について、

労働条件通知書の内容を確認するとともに、通知書を大切に保管しておくことをお勧めします。 

● 有期雇用特別措置法に関する認定に疑義がある場合は、ご相談を。 

 有期雇用特別措置法では、都道府県労働局長は、特例の対象となる事業主に対し、必要に応じ

て報告の徴収や助言・指導、認定の取り消しを行うことができます。 

 事業主が特例に関して講じている雇用管理上の措置が、認定された計画の内容と異なる疑いが

ある等の場合は、都道府県労働局等にご相談ください。 

 

（Ｈ29.9） 


